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３高齢者虐待の防止等に対する各主体の責務等 

 

 高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ 

適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、国及び地方公共団体、国民、 

高齢者の福祉に業務上又は職務上関係のある団体及び従事者等に対する責務が規定 

されています。（同法第３条～第５条） 

 

３．１国及び地方公共団体の責務 

 

国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ 

適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、以下の責務が規定されています。 

 

高齢者虐待防止法に規定する国及び地方公共団体の役割 

 

■体制整備に関する項目 

①関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の連携強化、民間団体の支援その他必要な 

体制の整備（第３条第１項） 

  ②専門的な人材の確保及び資質向上を図るための関係機関職員への研修等必要な措置 

（第３条第２項） 

  ③高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等の広報、啓発活動 

   （第３条第３項） 

  ④成年後見制度周知のための措置、成年後見制度利用に係る経済的負担軽減のための措置 

（第２８条） 

 

 

国及び地方公共団体は、成年後見制度の周知及び利用に係る経済的負担の軽減のための 

措置等を講じ、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならないと規定（高齢者 

虐待防止法第２８条）されるとともに、老人福祉法第３２条では、成年後見制度の市町村 

長申立てを適切に行うことを規定しています。（同法第９条第２項、第２７条第２項）。 

 認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理または日常生活等 
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に支障がある者を社会全体で支え合うことが、社会の喫緊の課題であり、成年後見制度の 

利用の促進に関する法律（以下「成年後見制度利用促進法」という。）第４条及び第５条 

において、国及び地方公共団体の責務として、成年後見制度の利用の促進に関する施策を 

策定し実施することが規定されているとともに、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」 

において、全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、 

低所得者の高齢者・障害者に対する申立て費用や報酬を助成するための成年後見制度利用 

支援事業を適切に実施する必要がある旨が記載されています。 

 

 また、都道府県と市町村は、介護保険法第１１６条第 1 項に基づき、「地域における 

医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針」に則して、介 

護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本方針を定めることとなって 

おり、同指針においては、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画策 

定のための基本的事項に「高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化」を規定するとともに、 

市町村介護保険事業計画の任意記載事項として「高齢者虐待防止対策の推進」について 

規定し、高齢者虐待防止に向けた体制整備に関する計画策定の重要性を示しています。 

 

 国及び地方公共団体は、地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援を推進すると同時に、 

高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に 

対する支援を充実させるために、高齢者虐待防止法と成年後見制度利用促進法や介護保険 

法等の法律で規定された責務等に基づき、様々な計画と連携し、一体的かつ計画的に行う 

ことが重要です。 

 

 なお、各主体の責務等を養護者、養介護施設従事者等による虐待別にスキームとして 

簡潔にまとめると以下のようになります。 
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◇養護者、養介護施設従事者等による高齢者虐待のスキーム 

    養護者による高齢者虐待 養介護施設従事者等による高齢者虐待 

 

［市町村の責務］ 

相談・通報受理、居室確保、養護者の支援 

 

［都道府県の責務］ 

市町村の施策への援助等 

［市町村の責務］ 

相談・通報受理、老人福祉法・介護保険法 

に基づく適切な権限を行使 

［都道府県の責務］ 

老人福祉法・介護保険法に基づく適切な 

権限を行使、措置等の公表 

［設置者等の責務］ 

当該施設等における高齢者に対する虐待 

防止等のための措置を実施 

    

     通報  

 虐        市町村  

  待 

 発   ①事実確認‘（立入調査）                                                                                                                                                                                                                                          

 見   ②措置（やむを得ない事由に 

      よる措置、面会制限） 

     ③成年後見人の市町村長申立 

    

    通報      報告 

 虐     市町村    都道府県  

 待 

 発  ①事実確認     ①監督権限 

 見  ②老人福祉法、    の適切な 

     介護保険法の    行使 

     規定による    ②措置等の 

     権限の適切な    公表 

     行使                
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３．２国の役割 

 

国は、高齢者虐待の事例分析を行い、虐待への適切な対応方法や養護の方法、その他 

必要な事項についての調査研究を行うこととされています（高齢者虐待防止法第２６条）。 

 また、高齢者の尊厳の保持の視点に立ち、高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の 

救済、権利擁護の推進等に向けた事業を実施するとともに、虐待の再発防止策や効果的な 

体制整備に資するための調査研究を実施しています。 

 

１）法に基づく対応状況等調査 

 

国（厚生労働省）においては、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の相談・通報 

件数及び虐待判断件数等の実態や虐待に対する対応状況等を把握するために、毎年、 

「法に基づく対応状況等調査」を実施しており、その結果を厚生労働省ホームページにて 

公表しています。 

 また、毎年、この法に基づく対応状況等調査の結果を踏まえ、「「高齢者虐待の防止、 

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果 

及び高齢者虐待の状況等を踏まえた対応の強化について」（厚生労働省老健局長通知） 

を発出し、地方公共団体等における高齢者虐待に対する対応の強化等を図っています。 

 

２）高齢者権利養護等推進事業 

 

国（厚生労働省）においては、高齢者の尊厳の保持の視点に立ち、高齢者虐待の防止を 

図り、高齢者の権利擁護を推進するために、「高齢者権利擁護等推進事業」を実施してい 

ます。 

【事業主体】都道府県 

【補 助 率】１／2 
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ア. 【未然防止】のための支援 

① 地域住民向けのシンポジウム等の開催 

② 地域住民向けリーフレット等の作成 

③ 養護者による虐待等（セルフ・ネグレクト含む）につながる可能性のある 

困難事例での専門職の派遣（※） 

 

イ. 【早期発見、迅速かつ適切な対応（悪化防止）】のための支援 

① 身体拘束ゼロ作戦推進会議の開催 

② 施設長等を対象とした権利擁護推進員養成研修 

③ 看護職員研修 

④ 市町村惻隠等の対応力強化研修（※） 

⑤ 権利擁護相談窓口の設置（※） 

⑥ ネットワーク構築等支援（※） 

 

ウ. 【再発防止】のための支援 

① 虐待対応実務者会議等の設置（※） 

② 虐待の再発防止・未然防止策等検証会議 

③ 市町村等の指導等体制強化 

 

高齢者権利擁護等推進事業の実施に役立つ資源（高齢者虐待対応専門職チーム） 

 

公益社団法人日本社会福祉士会及び日本弁護士連合会では、両者が連携して虐待対応 

専門職チームの活動を実施しており、専門的判断を要する虐待事案に対して、法律、福祉 

の両面から市町村や都道府県に有効なサポート（虐待の有無や緊急性の判断等を行う会議、

事例検討会、情報交換会等への出席及び助言）を提供しています。 

ついては、高齢者権利擁護等推進事業における次の事業（※の事業）等を実施する際に 

連携、活用先として検討してください。 

 

  ・権利擁護相談窓口の設置    ・市町村職員等の対応力強化研修 
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  ・虐待対応実務者会議等の設置  ・ネットワーク構築等支援 

  ・養護者による虐待等につながる可能性のある困難事例での専門職の派遣 

 

３）老人保健健康増進等事業 

 

 国（厚生労働省）において、高齢者虐待の未然防止や再発防止等に資することを目的に、 

老人保健健康増進等事業を活用し、個別事案の検証による再発防止策への反映や、地方公共 

団体における、より効果的な体制整備のあり方等について調査研究を実施しており、その結

果を厚生労働省ホームページにて公表しています。 

 

 これまでの主な調査研究事業 

ア. 個別事例検証 

・高齢者虐待における死亡・重篤事案等にかかる個別事例検証による虐待の再発防止策 

への反映についての調査研究事業（令和４年３月） 

  ・高齢者虐待における事例研究等に関する調査研究事業（令和３年３月） 

  ・高齢者虐待における重篤事案等にかかる個別事例についての調査研究事業 

   （平成３０年３月） 

イ. 施設・事業所等による体制整備 

・介護施設・事業所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業 

報告書（令和６年３月） 

  ・介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備の状況等に関する 

   調査研究事業（令和４年３月） 

  ・介護施設における効果的な虐待防止研修に関する調査研究（令和３年３月） 

ウ. 自治体による体制整備の検証 

・高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業（令和６年３月） 

  ・自治体による高齢者虐待対応の標準化及び体制整備に資するＡＩ等の活用に関する 

調査研究事業（令和６年３月） 

  ・自治谷よる高齢者虐待防止に資する計画策定と評価等に関する経年的調査研究事業 

   （令和５年３月） 
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３．３都道府県の役割 

 

１）高齢者虐待防止に規定する都道府県の責務と役割 

 

高齢者虐待防止法において、都道府県の責務と役割は以下のように規定されています。 

（努力義務の記載も含む。） 

 

◇高齢者虐待防止法に規定する都道府県の役割◇ 

 

■体制整備に関する項目（再掲） 

①関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の連携強化、民間団体の支援その他 

必要な体制の整備（第３条第１項） 

②専門的な人材の確保及び資質向上を図るための関係機関職員への研修等必要な 

   措置（第３条第２項） 

③高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等の広報、啓発活動 

 （第３条第３項） 

④成年後見制度周知のための措置、成年後見制度利用に係る経済的負担軽減のため 

 の措置（第２８条） 

 

■養護者による高齢者虐待について（第１９条） 

①市町村が行う措置の実施に関し、市町村間の連絡調整、市町村に対する情報の 

提供その他必要な援助 

 ②必要があると認められるとき、市町村に対して必要な助言 

 

 ■養介護施設従事者等による高齢者虐待について 

 ①高齢者虐待の報告を受けた場合の守秘義務（第２３条） 

 ②高齢者虐待の防止及び被害高齢者の保護を図るための老人福祉法又は介護保険法 

  に規定する権限の適切な行使（第２４条） 

 ③養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、対応措置等の公表（第２５条） 
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２）求められる体制の整備 

 

ア. 市町村の虐待対応を支援する体制の整備 

都道府県は、市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に 

対する情報の提供その他必要な援助を行うことが規定されています（高齢者虐待防止 

法第１９条第１項）。 

  高齢者権利擁護等推進事業等の活用により、市町村対して積極的に支援する必要が 

 あります。 

 

 ①高齢者虐待対応担当部署の措置と周知 

  都道府県は、市町村と緊密の連携・協働しながら対応を行う必要があります。市町村 

 からの各種相談や情報提供依頼などに迅速に対応することや、各種調整を行うなどに 

より市町村の高齢者虐待対応を支援するため、都道府県においても養護者及び養介護 

施設従事者等による高齢者虐待の担当部署を設置するとともに、管内市町村や庁内関係 

部署、関係機関に周知することが必要です。 

 

 ②市町村に対する専門的な相談支援体制 

  養護者及び養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報を受け付けたことが 

ない、虐待の判断をしたことがない等、虐待事案が発生した際に何をすればよいか、 

どのような判断が適切であるかなど、十分な対応ができない市町村も見受けられる 

ことから、都道府県による市町村への支援が必要です。 

  都道府県による市町村支援としては、「高齢者等権利擁護等推進事業」の「市町村 

 への支援」を活用し、市町村が虐待対応を行う中で判断や対処方法に困難が生じた際、 

 感じた際に相談に応じ、専門職による相談の機会を設けるなど、積極的に市町村の 

高齢者虐待対応を支援することが考えられます。 

 

 ③庁内の関係部署等との連携・協力体制 

  高齢者虐待に関する情報は、都道府県の担当部署や関連部署に相談や苦情という形で 

 寄せられることもあるため、担当部署へ速やかに連絡が入るよう連携体制を整備して 
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 おくことが重要です。 

  養介護施設従事者等による高齢者虐待の場合、通報等を市町村が受理した後、指定 

 権者である都道府県が市町村と協働で当該養介護施設等に対し、指導監査等の実施が 

 必要となることから、市町村と都道府県が速やかに対応できる体制が必要です。 

  特に、高齢者虐待防止法担当部署、介護保険施設・事業所の運営指導・監査担当部署 

 老人福祉法を所管する部署などが分かれている場合、各担当部署との連携・協働は必須 

 であることから、部署間で十分な協力・協働体制を構築しておく必要があります。 

 

 ④高齢者虐待対応のマニュアル、帳票の整備 

  都道府県が庁内他部署や市町村と組織的に高齢者虐待対応を行うには、マニュアル等 

を整備することが重要です。マニュアル等を整備することで、組織として虐待対応を 

行う根拠や目的、方法を明確にすることができます。また、帳票類は、通報等の受付時 

や事実確認事前準備の際の確認漏れの防止や、虐待対応の標準化を図るためにも必要な 

ものです。 

 

⑤関係機関との連携体制 

高齢者の生活に関する様々な関係機関に対しても、高齢者虐待が疑われる相談や苦情 

等が寄せられます。特に、国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）や 

運営適正化委員会、法務局、警察、医療機関などに高齢者虐待が疑われる相談等が寄せ 

られた際には、都道府県担当部署または市町村担当部署に速やかに連絡を行うよう要請 

しておくことも重要です。 

 また、市町村から通報等が寄せられた養介護施設等に関する情報照会がなされた際に 

は、国保連合会や運営適正化委員会から速やかに情報提供が行われるよう、連携体制を 

構築しておくことが望まれます。 

 

⑥居室確保のための支援 

 高齢者虐待防止法では、市町村がやむを得ない事由による措置等を適用して高齢者を 

分離保護するために、必要な居室を確保するための措置を講ずるよう規定しています 

（高齢者虐待防止法第１０条）。なお、養護者だけでなく養介護施設従事者等による 
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高齢者虐待においても高齢者を分離保護する必要性が発生する場合があります。 

 

⑦複数の保険者が関係する場合の広域調整 

 高齢者の居住地と住所地が異なる場合、高齢者の保険者が養介護施設等の所在する 

市町村と異なる場合、養介護施設従事者等による高齢者虐待において高齢者が複数 

おり、保険者が複数にわたる場合等があります。 

 このような場合は、市町村が中心に対応することになりますが、高齢者の保険者で 

ある市町村からの情報提供や高齢者への対応（保護先確保等）に関して市町村間で認識 

や対応が異なり、調整が必要となる場合も考えられます。 

 よって、複数の保険者が関係する場合は、都道府県が調整役として適切に関与する 

必要があります。 

 

イ. 専門的人材の育成 

 

 ①市町村職員及び地域包括支援センター職員等への研修 

  高齢者虐待防止法では、市町村に対して、職務に携わる専門的人材の確保に努めること 

を規定している（高齢者虐待防止法第３条第２項）ことから、都道府県は、全ての市町村 

等が適切な虐待対応を行うことができるよう、市町村等を対象とした研修を実施し、人材 

の育成に向けた支援を行うことが期待されます。 

 

②養介護施設従事者等に対する研修 

養介護施設従事者等による高齢者虐待を防止するためには、養介護施設等の経営者・ 

管理者及び従事する職員一人ひとりが高齢者の権利や高齢者虐待に関する正確な知識を 

持ち、適切な方法によって介護サービスを高齢者に提供できる技術を身につけることが 

必要となります。そのためには、職場全体で高齢者の権利を守り虐待を未然に防止する 

ための意識や取組を継続させることが重要です。 

 また、令和３年度の基準省令改正においては、全ての介護サービス施設・事業者に 

ついて、利用者の人権の擁護、虐待の未然防止の観点から、高齢者虐待防止措置を 

３年間の経過措置を設けて義務化し、有料老人ホームの運営指導方針にも高齢者虐待 
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防止措置について規定したことから、養介護施設従事者等に対する研修等の体制を整備 

し、継続的に実施する必要があります。 

 都道府県は、「高齢者権利擁護等推進事業」の研修講師を養成するための研修や、 

委員会の設置、指針の整備、研修の実施等に係る指導等のための専門職の派遣等を活用 

して、養介護施設従事者等に対して高齢者の権利擁護の重要性や高齢者虐待の未然防止 

のために必要な取組など先進的な取組事例なども含めた研修機会を設け、高齢者虐待 

防止の取組を促すことが求められます。 

 

③対象事例の検証 

高齢者虐待対応の質の向上を図るためには、事例検証を行うことが効果的であること 

から、市町村職員向けの研修等においては、管内市町村で行われた高齢者虐待の対応事例

を紹介し、対応ポイントの助言をするなど、下記調査研究事業等も参考としてください。 

 

  令和３年度老人保健健康増進等事業「高齢者虐待における死亡・重篤事案等にかかる 

  個別事例検証による虐待の再発防止策についての調査研究事業『高齢者虐待に伴う 

  死亡事案等検証の手引き』」（令和４年３月、社会福祉法人 東北福祉会 認知症介護 

  研究・研修仙台センター） 

 

 

 

 

                    


